
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、平成18年４月１日現在の人数である。

(3) 特記事項

平成１６年４月１日新設合併。

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
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Ｂ／Ａ
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況

　　①一般行政職 （2006（平成18年）4月１日現在）

円 円 円

円 円

　　②技能労務職

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成18年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 

　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお

　　　　いて明らかにされているものである。　

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　

　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

　　　　計算したものである。

（2) 職員の初任給の状況 （2006（平成18年）4月１日現在）

円

円

円 円

円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 （2006（平成18年）4月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円306,900

138,400

―

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

円

国

Ⅰ種　　　179,200

Ⅱ種　　　170,200

三 次 市

286,50048歳5月国

区　　　　　分

大　学　卒 170,200

―40歳5月国 328,477

382,568

平均給与月額

381,232

318,595

367,072

356,522

（国ベース）

364,597

381,212

三次市 335,87541歳11月

技能労務職

一般行政職

区　　　　分

高校卒

中学卒

一般行政職

技能労務職

大学卒

三次市

346,214
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364,200 412,672
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142,800

経験年数２０年
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328,511

294,092

該当者なし

244,356

198,000
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高校卒

該当者なし

142,800

354,743

平均給与月額

（国ベース）

経験年数１０年

289,163

379,262

―

362,656 383,081

経験年数１５年

高　校　卒

高　校　卒

47歳6月

46歳8月

47歳11月

48歳4月その他技能労務職

うち学校給食員
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

（1) 一般行政職の級別職員数の状況 （2006（平成18年）4月１日現在）

（注）１　三次市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

     ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（2) 昇給期間短縮の状況
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４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

有 有

（2) 退職手当 （2006（平成18年）4月１日現在）

その他の加算措置 その他の加算措置

　・定年前早期退職特例措置として２％～２０％を加算 　・定年前早期退職特例措置として２％～２０％を加算

　　（退職時特別昇給　　　無） 　・職制上の段階，職務の級等による調整額の加算

１人当たり平均支給額　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成17年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当 （2006（平成18年）4月１日現在）

％ 人 ％

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して平成18年度から支給率を段階的に引き上げることとしている。                   

　　　（平成22年度の制度完成時における国の支給率は6％）

 (4) 特殊勤務手当 （2006（平成18年）4月１日現在）

三次市

１人当たり平均支給額(2005（平成１7)年度）

支給実績（２００５（平成17）年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（２００５（平成17）年度決算）

196

98,088

(2006（平成18)年度支給割合）

国

―

(2006（平成１８)年度支給割合）

1,603 千円

勤勉手当

月分

　職制上の段階、職務の級等による加算措置　職制上の段階、職務の級等による加算措置

　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況）

期末手当  勤勉手当

月分3.0 月分1.45

勤続２５年

勤続３５年

最高限度額

円

千円

自己都合

勤続２０年

勤続２５年

自己都合 勧奨・定年（支給率） （支給率）

勤続２０年 月分

月分

月分

勤続３５年

最高限度額

月分

月分

月分

月分

月分

月分

月分

月分

27.30

42.12

59.28

59.28

21.00

33.75

47.50

59.28

23.50 30.55

国

勧奨・定年

59.28

59.28月分

33.50

47.50

59.28

41.34

2

月分

月分

4

三 次 市

3.0

22,786

月分

月分

放射線科・検査科に勤務を
命ぜられ作業に従事したとき

行路病人の救護の作業に従
事した職員

行旅死亡人等取扱手当
行路死亡人の収容の作業に
従事した職員

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

防疫作業に従事したとき

行路病人の救護の作業に従
事したとき

行路死亡人の収容の作業に
従事したとき

防疫等作業従事手当

放射線・検査取扱手当

夜間看護手当

防疫作業を行った職員

放射線科・検査科に勤務を
命ぜられ作業した職員

深夜に看護業務に従事した
看護師

日額230円

深夜に看護業務に従事した
とき

２時間未満　　　　　　    2,000円

２時間以上４時間未満  2,900円

４時間以上　　　　　　    3,300円

左記職員に対する支給単価

日額500円

１件当たり800円

１件当たり1,500円

46,118 千円

　円

　％

手当の種類（手当数） 4

21.4

211,548

支給実績（2005（平成17)年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（2005（平成17)年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（2005（平成17)年度決算）

2,033

3

支給対象職員数 国の制度（支給率）支給率

広島市

支給対象地域

期末手当

月分 1.45
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（6) その他の手当 （2006（平成18年）4月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

0 円同じ 0 千円

　行政・医療職室長級 31,000

（平成18年度から育児休暇制度に係る代
替職員の原資として10％削減し定額化し
た）

休日給手当
休日等における正規の勤務時間中に勤
務した職員　　給料の時間単価×1.35×
時間数

　医療職部長級 81,000

　医療職次長級 56,000

　行政職部長級 53,000

　行政職次長級 41,000

0 円

管理職手当

管理監督の地位にある職員

異なる
給料月額×
８～２５％

39,174 千円 529,377 円

同じ 0 千円単身赴任手当
異動等により転居し、やむを得ない事情
により配偶者と別居し、単身で生活してい
る職員　23,000円～45,000円（距離加算）

通勤手当

通勤の為、公共交通機関、交通用具を利
用・使用している職員

62,851 千円 72,492 円同じ
　交通機関

55,000 円
　（1ヶ月あたり支給限度額）

　交通用具
23,600 円

　（1ヶ月あたり支給限度額）

196,453 円
　借家（上限） 27,000

同じ 49,113 千円

満16歳年度初めから満22歳年度末まで
の間にある子1人につき5,000円加算

住居手当
　持家（新築・購入後5年間） 2,500

　配偶者以外2人目 6,000

　配偶者以外3人目以降 5,000

円
　（非扶養配偶者有）

円
　（配偶者無）

112,764 千円 221,105 円

　配偶者 13,000

同じ

　配偶者以外1人目
6,000 円

　（扶養配偶者有）

　配偶者以外1人目
6,500

　配偶者以外1人目
11,000

(2005（平成１7)年度決算）

支給実績
支給職員１人当た
り平均支給年額

扶養手当

428

450,269

手　当　名 内容及び支給単価

478

支給実績（2004（平成16）年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（2004（平成16）年度決算）

支給実績（2005（平成17）年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（2005（平成17）年度決算）

442,354

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容
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病院職員の手当

円

円

円

円

５　特別職の報酬等の状況

（2006（平成18）年4月1日現在）

給料月額×支給率（５．０）×年数

給料月額×支給率（３．０）×年数

給料月額×支給率（２．７）×年数

427,500 円

特地勤務手当
医師、歯科医師が赴任する場合の生活不
便に対し，医師，歯科医師確保のため
（給料月額＋扶養手当月額）×１５％

準拠
地域によっ
て支給の有
無がある

38,543 千円 940,080 円

同 855 千円
管理職特別
勤務手当

週休日等に臨時・緊急の必要により勤務
した管理職員　　 　4,000円～12,000円

宿日直手当

宿日直勤務を命ぜられた職員

39,024 千円 345,345 円準拠
自宅待機を
命ぜられた
職員　無

　一般行政職 4,200

　医療技能職 7,200

　医師 20,000

　自宅待機 3,600

25,000 千円 150,603 円夜勤手当
正規の勤務時間として深夜に勤務した職
員　　給料の時間単価×0.25×時間数

同じ

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

(2005（平成１7)年度決算）

支給実績
支給職員１人当た
り平均支給年額

議 長

議 員

市 長

副 市 長

収 入 役

　　（平成18年度支給割合）

　　（平成18年度支給割合）

区 分

　　（算定方式）

報
酬

副 議 長

議 員

市 長給
料

退職時

副 市 長

退
職
手
当

副 市 長

議 長

期
末
手
当

市 長

副 議 長

円

円

月分

月分

371,000

4.015

4.45

　（支給時期）

退職時

退職時

円

900,000

730,000

454,000

407,000

給料月額等

円

円
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６　職員数の状況

　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は，条例定数の合計である。

（2)年齢別職員構成の状況 （2006（平成18）年4月1日現在）

　

主な増減理由

・事務の統廃合縮小による減

・一部業務の民間委託

特
別

行
政

部
門

公
営
企
業
等

会
計
部
門

△ 6

15 △ 3

316

対前年
増減数

58

52

人

59歳

1,0172

人 人

計

53

07

190

40

3

△ 2

205 △ 6

　など

・権限移譲による増

・地域包括センターへの事務従事による減

△ 2

・事務の統合縮小による減

△ 16

△ 6

△ 1

　　　　　　　　区　　分

　部　　門 平成18年

職 員 数

211

衛　　　生

382

45

平成17年

△ 5

△ 28

376 △ 6

135

1,017

109 119 127

7

187

42

議　　　会

総　　　務

税　　　務

区　分

～

20歳

23歳

～

321

64

～

24歳 28歳

[ 1,287   ］

43

130

35歳

人

27歳 31歳

人

56歳52歳

～ ～

40歳 44歳 48歳32歳 36歳

～ ～ ～ ～ ～

人

39歳

人 人

51歳

人 人

43歳 47歳 55歳

41 38 △ 3

1

その他

18

小　計 58

一
般
行
政
部
門

職員数
1250

人 人

13 62 142

人

民　　　生

土　　　木

小　計

農林水産

労　　　働

商　　　工

教育関係 52

44

0

589

42

9

605

8

1

△ 658

病　　院

20歳
未満

60歳
未満

2

合　　計
1,045

[ 1,287   ］

水　　道

小　計

構成比

0

2

4

6

8

10

12

14

16

構成比

％
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(3)定員管理の数値目標及び進捗状況

①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

（参考）三次市行財政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率）

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間である。

      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。

　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以   

  　　　降現年までの職員増減数の累計を示す。                                              

数値目標
終　期始　期

1,046

― 362

5.2992 54

△28（51.9％）

１３９人（１８％）減

人 人 ％

数値目標

17年～18年

計画始期

増 減

359 350

（ 参 考 ）

計

△9 3

△28

１７年 １８年

１年目

平成17年4月1日

平 成 １ ７ 年 度 平 成 ２ ６ 年 度

純減率純減数
平成22年4月1日

人

職員数

1,046

職員数

計画期間

△54

1,018 ― 992職員数

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

総 職 員

公営企業 職員数

増 減

等 会 計
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７　公営企業職員の状況

　(1)　水道事業
  　 ① 職員給与費の状況

ア　決算

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、平成18年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

平成１６年４月１日新設合併。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況

（2006（平成18）年4月1日現在）

円 円

円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

有 有

イ　退職手当 （2006（平成18）年4月1日現在）

その他の加算措置 その他の加算措置

　・定年前早期退職特例措置として２％～２０％を加算 　・定年前早期退職特例措置として２％～２０％を加算

　　（退職時特別昇給　　　無） 　　（退職時特別昇給　　　無）

１人当たり平均支給額　 千円 千円 １人当たり平均支給額 千円 千円

47.50

59.28

勤続２５年

月分 最高限度額

自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合

0

（支給率）

59.28 59.28

27.30

33.75 42.12勤続２５年 月分

最高限度額 月分

0

59.28

2,033 22,786

33.75 42.12

47.50 59.28

月分

月分

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況）

41歳11月

43歳7月

3.0 1.45 月分

基本給

める職員給与費比率　　　　　　Ｂ／Ａ

総費用に占める

水 道 事 業

三次市（一般行政職）

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢

(2006（平成18)年度支給割合）

期末手当

純損益又は実

勤勉手当

16年度の総費用に占

千円　 ％

1,779 千円

水 道 事 業

368,150

347,417

　質収支

Ｂ　

　　　　千円 千円　

職員給与費比率

Ａ  

１人当たり平均支給額(2005（平成１7)年度）

水 道 事 業

818,543 12.1

　　計　　Ｂ

月分

507,028

職員数

三 次 市

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

千円

一人当たり

％

11.882,834 99,182

平均月収額

千円 千円

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　給与費 　　B/A

人 千円

3.0 1.45

三 次 市

１人当たり平均支給額(2005（平成１7)年度）

(2006（平成１８)年度支給割合）

月分

1,603 千円

 勤勉手当

6,97512 52,883 9,475 83,704

平　成
17年度

平　成
17年度

月分

21,346

　　　　　千円

期末手当

557,127

勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分21.00 27.3021.00

月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

月分

59.28

月分

区　　分

区　　分

職員給与費総費用
（ 参 考 ）
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ウ　地域手当 支給なし

エ　特殊勤務手当 支給なし

オ　時間外勤務手当

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当 （2006（平成18）年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

　④　定員管理の数値目標及び進捗状況

６　（３）　①参照

管理職手当

管理監督の地位にある職員

異なる 418

31,000

（平成18年度から育児休暇制度に係る代
替職員の原資として10％削減し定額化し
た）

418,400

　行政職部長級 53,000

　行政職次長級 41,000

　医療職部長級 81,000

　医療職次長級 56,000

　行政・医療職室長級

円

通勤手当

通勤の為、公共交通機関、交通用具を利
用・使用している職員

同じ
　交通機関

　交通用具
23,600 円

　（1ヶ月あたり支給限度額）

給料月額×
８～２５％

千円

695 千円 63,185 円

30,000 円
　借家（上限） 27,000

同じ 60 千円
2,500

55,000 円
　（1ヶ月あたり支給限度額）

6,000 円
　（扶養配偶者有）

　配偶者以外1人目

国の制度
との異同

　（非扶養配偶者有）

千円

手　当　名 内容及び支給単価
支給実績

支給職員１人当た
り平均支給年額

国の制度と
異なる内容

(2005（平成１7)年度決算）

千円

436

扶養手当

　配偶者 13,000

　配偶者以外1人目
6,500

1,842

　配偶者以外3人目以降

263,143

　配偶者以外1人目

9,928 千円

827 千円

5,235

11,000 円
　（配偶者無）

　配偶者以外2人目 6,000

5,000

千円同じ

円

円

満16歳年度初めから満22歳年度末まで
の間にある子1人につき5,000円加算

住居手当
　持家（新築・購入後5年間）

支給実績（2005（平成17）年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（2005（平成17）年度決算）

支給実績（2004（平成16）年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（（2004（平成16）年度決算）
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８　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

 (1) 職員の勤務時間（一般職の標準的なものを記入）    

 (2) 年次有給休暇の取得状況　（2005(平成17)年1月1日～2005(平成17)年12月31日）

 (3) 時間外勤務及び休日勤務等の状況　（2005(平成17)年4月1日～2006(平成18)年3月31日）

 （注） １　「時間外・休日勤務総時間数」は，当該年度中の時間外勤務等の総時間数。

  　 　 ２　「職員一人当たりの時間外・休日勤務月平均時間数」は，「時間外・休日勤務総時間数」を対象職員

            （管理職を除く）数で除したもの。
　　　　　　　　　　　　　 

 (4) 特別休暇等の状況 （2006(平成18)年4月1日現在）

 （注） 上記以外に介護休暇及び育児休業制度等があります。

国は、制度なし

国は、制度なし

国は、制度なし

国は、制度なし

同じ

国の制度と
異なる内容

同じ

同じ

有給 同じ

有給

異なる

有給 異なる

２日／回以内 有給 異なる

職員の結婚休暇

妊娠中の職員の通勤緩和

連続する５日以内 有給

産後休暇

産前休暇

有給

１時間／日

同じ

有給 準拠

有給

有給

国の制度と
の異同

付与日数・期間等休暇の種類

選挙権その他公民として
の権利の行使

必要と認められる期間（往復に要する時間を
含む）

同じ
必要と認められる期間（往復に要する時間を
含む）

ドナー休暇

同じ

有給・無給
の別

有給

有給

160,892

開始時刻 終了時間

36,972 7,769.3 943 8.2

平成18年8月1日以降 8:30 17:30

総付与日数

廃止

７月～９月の間で原則連続３日以内 有給 同じ

１日／年、死亡後１５年以内

ボランティア休暇

証人、鑑定人、参考人等
としての官公庁へ出頭

退勤時の危険回避

出産のため入院する日から産後２週間以内で
２日以内

40時間

時間外・休日勤務総時間数
職員一人当たりの時間外・休
日勤務月平均時間数

配偶者の出産

妊娠満23週までは4週間に1回，妊娠満24週
から満35週までは1週間に1回，妊娠満36週か
ら出産までは1週間に1回，出産の日後1年ま
ではその間に1回。

有給

有給

親族に応じ1～7日間

出産日翌日から８週間以内

出産予定日前８週間（多胎妊娠の場合１４週
間）以内

Ｂ/Ａ　　　（％）

連続７日以内 有給

有給

１日２回，それぞれ30分

Ｂ/Ｃ　　　（日）

災害等による出勤困難

子の看護

夏季休暇

住宅の滅失・損壊

忌引

父母の追悼

17.4

必要と認められる時間

同じ

総使用日数 全対象職員数 平均使用日数

生理休暇

保育時間

妊産婦の健康審査等

Ａ Ｂ Ｃ

必要と認められる期間

21.0

取 得 率

12：00～13：00

同じ

必要と認められる時間 有給 同じ

有給暦年で5日以内

同じ

有給

小学校就学までの子の看護について５日／暦
年以内

同じ

２日／年度 有給 異なる

お父さんお母さん休暇（平
成18年度新設）

1歳6箇月未満の子を有する職員で，配偶者と
共に子育てに専念する場合。
一人の子どもにつき最長２箇月（１箇月単位）

有給 異なる

リフレッシュ休暇

同じ

同じ

休息時間

平成18年７月31日以前 40時間 8:30 17:15 12：15～13：00
12：00～12：15
17：00～17：15

休憩時間時 期
１週間の
勤務時間
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９　職員の分限及び懲戒処分の状況

（単位：人）

（単位：人）

　（注）　「訓告等」とは，事件当事者又は監督者に対して訓告，厳重注意などの実質的な制裁を伴わない矯正　　　　

　　　　措置をいいます。

１０　職員の服務の状況

 (1) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（以下「派遣法」
　　という。）に基づく派遣の状況　 （2006(平成18)年4月1日現在）

１１　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

 (1) 職員の研修の状況

　①　研修に関する基本方針の策定（地方公務員法第３９条第２項）

　②　研修の実施状況　（2004(平成16)年4月1日～2005(平成17)年3月31日）

区 分 降給 合計

 (1) 分限処分者数　（2005(平成17)年4月1日～2006(平成18)年3月31日）

免職 休職降任

勤務実績が良くない場合 地公法第28条第１項第１号

　計 0

計 745

独自研修 402

その他の派遣研修 254

ひろしま自治人材開発機構 89

機 関 別 研 修 本年度参加者数 備 考

策 定 の 有 無

0

地公法第28条第１項第4号

心身の故障の場合

職員
派 遣 形 態 根 拠

職制，定数の改廃，予算の減少に
より廃職，過員を生じた場合

合計

3 3

地公法第29条第１項第１号

派遣職員数（人）

役員

3

9

停職

3

減給 免職戒告

 (2) 懲戒処分者数　（2005(平成17)年4月1日～2006(平成18)年3月31日）

全体の奉仕者たるにふさわしくない非
行のあった場合

刑事事件に関し起訴された場合

法令に違反した場合

地公法第29条第１項第2号

地公法第29条第１項第3号

法　人　名

職員派遣

職務上の義務に違反し又は職務を
怠った場合

区 分

特別の法律で設立された法人派遣法第２条第１項第３号 広島県土地開発公社

計

9

職に必要な適格性を欠く場合 地公法第28条第１項第3号

地公法第28条第2項第2号

条例で定めた事由による場合 地公法第27条第２項

計

策 定 時 期

有 2006(平成18)年4月

9

9

地公法第28条第１項第2号第2項第1号

合計

1

30

29

訓告等
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 (2) 職員の勤務成績の評定の状況（地方公務員法第４０条）

　①　勤務評定の実施状況

（注）　平成18年度から管理職員に適用

１２　職員の福祉及び利益の保護の状況

 (1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

 　 　該当なし

 (2) 不利益処分に関する不服申立ての状況　　　　

  　  該当なし

有

実施の有無 導入時期

2006(平成18)年4月
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１３　職員互助会の運営状況について

　三次市職員互助会は，相互扶助の精神により，会員の生活の安定と生活文化の向上のため必要な

福利厚生事業を行い，併せて会員の親睦を図ることを目的としています。

　平成１７年度の決算状況は次のとおりで，市の公費負担は4,077,000円（会費の約２分の１）です。

　また，職員駐車場の利用者は，駐車場利用料金1,000円/月を互助会に支払い，互助会から市へ一括

して7,088,000円を納入しました。

（単位　：　円　）

　会費４～３月分　　8,214,863円

　職員駐車場利用協力金４～３月分

7,088,000円

　負担金等　（市負担金　4,077,000円）

（共済互助会　2,552,000円）

　前年度余剰金

　預金利息　355円

　その他　30,800円

　市からの借入金

　理事会等

　消耗品費等

　死亡弔慰金，出産祝（見舞）金，

　傷病見舞金，結婚祝金，罹災見舞金

　健康推進事業，文化・体育事業，

　子育て支援事業，やる気応援事業

　職員駐車場利用協力金（市へ納入）

　貸付事業の市への返還金

　基金積立

　購買事業特別会計へ

　（管理諸費：土地，建物，電気の使用料

　　は，購買事業特別会計から市へ納入）

歳入５５，７１１，３１０円　－　歳出５１，５１６，３３４円　＝　４，１９４，９７６円⇒平成１８年度へ繰越

合　　計 ５７，２３３，０００ ５１，５１６，３３４ △５，７１６，６６６

１３５，８７３ ５６，８７３

給付費 ５，３５０，０００ ５，１６２，０００ △１８８，０００

事務費 ７９，０００

事業費 ９，２８４，０００ ３，６２５，０２１ △５，６５８，９７９

協力金 ７，０００，０００ ７，０８８，０００ ８８，０００

返還金 ３０，０００，０００ ３０，０００，０００ ０

基金積立 ３，０００，０００ ３，０００，０００ ０

繰出金 ２，５００，０００２，５００，０００ ０

予備費 １０，０００ ０ △１０，０００

会議費 １０，０００ ５，４４０ △４，５６０

歳　　　　　　　出

科　目 当初予算 決算額 比　較 説　　　明

合　　計 ５７，２３３，０００ ５５，７１１，３１０ △１，５２１，６９０

借入金 ３０，０００，０００ ３０，０００，０００ ０

諸収入 １，０００ ３１，１５５ ３０，１５５

１５，３０２，８６３ １０２，８６３

科　目 当初予算 決算額

負担金 ８，２８４，０００ ６，６２９，０００

平成１７年度三次市職員互助会一般会計決算

歳　　　　　　　入

△１，６５５，０００

比　較 説　　　明

会費等 １５，２００，０００

繰越金 ３，７４８，０００ ３，７４８，２９２ ２９２
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　平成１８年度の予算は次のとおりで，市の公費負担は３９０万円（前年比△２０万円）としています。

（単位　：　千円　）

　会費（1,046人分　650,000円/月）

7,800,000円

　職員駐車場利用協力金(550,000円/月)

6,600,000円

　負担金等　（市負担金　3,900,000円）

（共済互助会　2,500,000円）

　前年度余剰金

　預金利息　1,000円

　市からの借入金

　理事会等

　消耗品費等

　死亡弔慰金，出産祝（見舞）金，

　傷病見舞金，結婚祝金，罹災見舞金

　健康推進事業，文化・体育事業，

　子育て支援事業，やる気応援事業

　職員駐車場利用協力金（市へ納入）

　貸付事業の市への返還金

　基金積立

なお，平成１９年度では，事業内容を見直し，市の公費負担を廃止する予定です。

合　　計 ５４，９９６ ５７，２３３ △２，２３７

予備費 １０ １０ ０

繰出金 ０ ２，５００ △２，５００

基金積立 ７，０００ ３，０００ ４，０００

返還金 ３０，０００ ３０，０００ ０

協力金 ６，６００ ７，０００ △４００

事業費 ５，７２６ ９，２８４ △３，５５８

給付費 ５，５００ ５，３５０ １５０

事務費 １５０ ７９ ７１

会議費 １０ １０ ０

歳　　　　　　　出

科　目 本年度 前年度 比　較 説　　　明

合　　計 ５４，９９６ ５７，２３３ △２，２３７

借入金 ３０，０００ ３０，０００ ０

諸収入 １ １ ０

繰越金 ４，１９５ ３，７４８ ４４７

負担金 ６，４００ ８，２８４ △１，８８４

会費等 １４，４００ １５，２００ △８００

平成１８年度三次市職員互助会一般会計予算

歳　　　　　　　入

科　目 本年度 前年度 比　較 説　　　明
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